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１．はじめに 

路線バスは高齢者や学生などにとって必要不可

欠な交通サービスであり，その確保は多くの自治体，

とりわけ，地方部においては重要な課題となってい

る．しかし，その一方で，逼迫した財政制約のもと

で，多額の補助額を理由に，自治体がサービスの水

準の切り下げを容認する事態の発生が危惧される．

自治体が地域に保証するサービスの水準は住民のニ

ーズから導かれるものであるとすれば，その水準が

補助額で決定されることは健全ではない．自治体が

目標とするサービス水準をまず設定し，補助額はそ

の時々の制約として水準の実現可能性に影響を及ぼ

すというフレームでサービスを設計する必要がある． 

自治体が補助額の大小に基づいてサービスを切

り下げることが危惧されるのは，自治体に上記のフ

レームに相当する発想が欠落しているのではなく，

むしろ，それに立脚したサービス水準の設定の考え

方が確立されていないことに問題の根源があると考

えられる．具体的には，「地域の住民にとって公平

で，財政制約下での効率的なサービスをどのように

設計するか」という要請に応えるための技術的道具

が不備である．そこで本研究では，青森県平賀町で

行われたバスサービスの設定1)における考え方に着

目し，そこでの考え方を一般化して整理し，サービ

ス水準の設定方法に関して検討する． 

 

２．サービス水準設定の考え方 

地方部の交通手段は自家用車が中心であり，今 
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やほとんどの人がその利用に頼った日常生活を送っ

ている．その一方で，自家用車を運転できない高齢

者や学生，保有していない主婦などは，自家用車の

利用者に比べて社会参加からの阻害が懸念される．

よって，路線バスの主たる目的は，「自家用車非利

用者層」の社会参加を支援するであり，その人々が

潜在的に有している活動ニーズをどれだけ実現する

かが果たすべき役割である．自治体の課題はそのニ

ーズの充足を「公平で効率的に」実施するためのサ

ービス水準を設計であり，以下ではそのための手法

に焦点を絞って議論する． 

 

（１）住民の活動ニーズの充足度評価 

路線バスは住民が希望する活動を実現するため

の手段であることから，サービス水準の設定におい

ては住民の活動ニーズの充足性に着目する必要があ

る．その際，住民の活動ニーズを設計者が知る必要

がある．ここで留意すべきは，バスサービス（特に

バスダイヤ）は住民が希望している活動に対して制

約として作用することから，顕在化した活動は住民

が希望している活動ニーズではないという点であり，

「制約がなかった場合に実行していたであろう」と

いう意味での潜在的な活動ニーズを知ることが肝要

である．しかし，それを設計者が知ることは必ずし

も容易ではなく，当の本人でさえ，「従来の制約に

あわせた生活に慣れきっているため，その制約がな

い場合にどのような生活になるなど想像もできな

い」ことから直ちにはそれを知り得ないという状況

がしばしば生じる． 

これに関して，本研究では，自家用車を利用す

る住民の顕在的な活動が自家用車非利用者層にとっ

ての潜在的なニーズであると考える．つまり，自家

用車を利用している人にとっての制約は無いに等し 
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図1 平賀町の自動車利用者の 

出発時刻と帰宅時刻の分布   （回/週) 

 

く，除けない制約があるとすればそれは地理的条件

などの交通によって即座には克服できない条件であ

り，それは少なくても路線バスサービスにおいて考

慮が求められる制約ではない．平賀町において実施

した調査結果を用いると，自家用車利用者の出発時

刻と帰宅時刻の分布として図1を得る．この図より，

概ね午前中，午後，夕方において平賀町の中心地へ

の移動ニーズがあることが分かる．本研究では，住

民の活動ニーズを表す代理変数として外出時の出発

時刻と帰宅時刻に着目する． 

路線バスを利用する場合，住民の出発および帰

宅時刻にバスダイヤという制約が付加され，当該の

トリップはその制約内で実行されるか，そうでなけ

ればとりやめられる．よって，観測されるバスの利

用者数は，制約内に残存したトリップのうち当該の

バスを利用する住民の和として導くことができると

考えられる．トリップを制約内で実行するかとりや

めるかは設計者が知りうる確定的な要因（制約上に

移動するために必要な時間，つまり，待ち時間など

の調整時間）とそうでない確率的な要因に分解でき

るとすると，多項ロジットモデルを援用することが

できる．以上より，次式を得る．  
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ここに，π(ti, tj|Ti, Tj)は出発，帰宅の希望時刻がそれ

ぞれ Ti, Tj である個人が出発，帰宅の際にそれぞれ

時刻 ti, tj のバスを利用する確率であり，その値は多

項ロジットモデルを用いて定式化することができる．

f(Ti, Tj)は当該の個人が希望する出発と帰宅の時刻が

(Ti, Tj)である確率であり，図 1 に示す自家用車利用

者層のそれの相対度数もしくは図 1 に基づいて推計

された確率分布として導出される．x は当該の地区

における潜在的なバス利用者数である．g(ti, tj)は外

出先に時刻 ti に出発するバスと外出先を時刻 tj に出

発するバスに乗車する利用者数である．なお，この

値が観測データである．(1)式の右辺第一項は外出

先に時刻 ti に出発するバスと外出先を時刻 tj に出発

するバスに乗車する利用者数の推定値であり，未知

のパラメータを含んでいる．第二項はそれに関する

実測のデータであることから，εij は推定値と実測値

の誤差である．よって，誤差の生起確率がある確率

分布に従うとすれば，最尤推定法を用いて未知のパ

ラメータを推定することができる．なお，平賀町に

おいては，各停留所の乗降客数のデータしか得られ

なかったことから，各停留所の乗車客と降車客のデ

ータに用いうるよう(1)式を変形して誤差を定義し

た． 

以上により推計された確率πを用いて，調整時間

が与えられたときに住民の潜在ニーズがどれだけ充

足されるか，すなわち，バスを利用して外出する確

率を評価することができる．なお，この方法は顕在

需要のデータに基づいて利用者数を予測する伝統的

な需要予測とは異なる点を強調しておきたい． 

 

（２）サービス水準マトリクス 

「公平で効率的に」サービス水準を設定するこ

とは多くの自治体にとっての共通の課題である．し

かし，どのような公平性を自治体として担保するの

かはその地域の住民との合意に求められるものであ

る．そこで以下では，平賀町における考え方に基づ

いてサービス水準の具体的な設計について述べる． 

バスサービスは自家用車非利用者に対するユニ

バーサルサービスとした．そこでのユニバーサルサ

ービスの定義は OECD の 1991 レポートに則り，以下

の四つの条件を満たすサービスとした 2)． 

 

1. どこに住んでも利用可能 

2. 誰でも経済的に利用可能 



3. 均質サービスを受けられる  

4. 公平な料金設定 

 

これらに基づいて，バスサービスの構成要素を

以下のように設定した． 

 

1. 全集落を網羅する路線網，200m間隔のバス停 

2. 低料金（100円） 

3. 所要時間より小さい待ち時間   

4. 均一料金 

 

ただし，3 については「小さい待ち時間」という

「幅」での水準であり，その幅の中のどの値を実現

するかについては自明ではない．平賀町の事例にお

いては，等時間間隔でバスを運行することを想定し

ていたため，待ち時間は運行間隔と対応する．そこ

で，上記のユニバーサルサービスにおいて設定され

る水準を確保することを前提とした上で，効率的な

バスの運行間隔の設定方法を導出した．なお，バス

の運行に要する費用のほとんどはバスの走行に要す

る燃料費や人件費であることから，その費用の直接

的な説明変数である運行間隔の設定においてのみ効

率性を考慮することは，バスサービスの確保に関わ

る効率性を評価していることと概ね等価と見なすこ

とができる． 

運行間隔の設定は，イギリスにおける「サービ

ス水準マトリクス」3)と同様の形式にて整理するこ

とができる．すなわち，サービスを提供する地区の

人口規模と路線バスの始点，すなわち，平賀町の中

心から地区までの距離の二次元から成るマトリクス

にて運行間隔を整理することができる．なお，「サ

ービス水準マトリクス」における「サービス水準」

の要素は運行間隔のみを指していることに留意を要

する． 

 

（３）サービス水準マトリクスの導出モデル 

運行間隔は待ち時間という「コスト」の削減に

貢献することから，平賀町全体（平賀町の全ての利

用者）のコストの削減が最大となるような運行間隔

が効率的である．ここに，平賀町の地区の集合をN

で表し，任意の地区をi(∈N)で表す．地区iにアクセ

スするバスの一日の運行本数をα iとする．後述する

ように運行頻度は運行間隔と対応する．地区iの住

民のコストをziで表す．このコストは運行本数（も

しくは運行間隔）の関数である．地区iのバスの利

用者数をx iで表す．利用者数x iは，（１）における

評価手法によって推定される値である．すると，平

賀町全体のコストの削減を最大にするとの目的関数

は次式のように定式化することができる． 
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また，バスサービスに確保に必要となる自治体

の補助金拠出額がバス事業の赤字に等しいとの条件

を次式のように得る． 
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ここに，piは始点から地区iまでの運賃，Sは補助金，

Ci(αi)は地区iにアクセスする路線バスの一日当た

りの運行本数がαiであるときの運行費用である．な

お，この式は制約条件ではあるが，補助額として拠

出可能な範囲があるとの制約が付加されるとの意味

ではなく，ユニバーサルサービスを効率的な運行間

隔で住民に保証することに対して自治体が賄わなく

てはならない支出の要件として解釈すべきである．

すると，上記の非線形計画問題に関して，次式に示

すラグランジュ関数を導出することができる． 
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上式より，任意の地区 i へのバスの運行本数α i は，

次式に示す一階条件として得られる． 
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上式を用いて運行間隔を導出できるが，解析的

な導出は一般に不可能である．そこで，以下ではコ

スト zi が変わっても，利用者数 xi に大きな変化は

ない，つまり∂xi/∂zi=0 という悲観的な状況に単純化



し，どのような運行間隔を得るのかについて検討す

る．この状況のもとでは上式より次式を得る． 
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ここで，一日の便数がα i であり，バスが一日のう

ち T 時間運行しているとするとバスの運行間隔は

T/αi（時間）である．バスの運行間隔が T/α i である

とき，住民がバスにアクセスする時刻がバスの運行

間隔内において一様に分布しているとすると，住民

の平均待ち時間は次式のように得られる． 
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ここに，上式の「2」は往路と復路の二回の待ち

時間があることを示している．上式より，平均待ち

時間は運行間隔として与えられる．ここで時間価値

をw で表すと，次式が成り立つ． 
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運行費用は距離に比例すると仮定すれば，走行

距離当たりの費用を c とし，地区 i までの距離を li

で表すと次式を得る． 
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すると，次式を得る． 
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よって，次式を得る． 
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ここに，利用者数 xi は各地区の人口 Qi に比例し

ている場合，次式を得る． 
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つまり，各地区の運行本数は，人口／距離の平

方根に比例して設定すると，目的関数は最大となる．

よって，各地区への路線バスの運行本数の相対度数

はこの「平方根ルール」によって求めることができ，

その絶対度数は「所要時間より小さい待ち時間」が

各地区において達成できる任意の水準として導出す

ることができる． 

 

４．おわりに 

詳細は講演時に譲るが，以上の設定の手順に沿

ってバスサービスの水準を設定することができた． 
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